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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
イ
の
表
事
務
局
職
員
の
項
中

「

上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
又
は
室
長
を
補
佐
し
、
所
属
職
員
を

次

長

を

指
揮
監
督
す
る
。

」

「

上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
又
は
室
長
を
補
佐
し
、
所
属
職
員
を

次

長

指
揮
監
督
す
る
。

に
改
め
る
。

文
化
財
専

上
司
の
命
を
受
け
、
文
化
財
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
特
に

門
官

命
ず
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
式
典
・
宿
泊
・
競
技
係
」
を
「
、
式
典
・
宿
泊
係
及
び
競
技
・
高
校
生

活
動
係
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
及
び
埋
蔵
文
化
財
主
監
」
を
「
、
埋
蔵
文
化
財
主
監
及
び
文
化
財
専
門
官
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群

馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
昇
給
日
前
一
年
間
の
全
部
を
良

好
な
成
績
で
勤
務
し
た
場
合
と
し
、
同
項
の
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
二
号
給
」
を
「
一
号
給

以
上
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
号
給
」
を
「
零
号
給
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
群
馬
県
公
立

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
六
条
第
六
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
係
る
改
正
後
の
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
一
号
給
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
二
号
給
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
零

号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
号
給
」
と
す
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
五
及
び
第
二
十
八
条
の
六
中
「
四
千
二
百
五
十
円
」
を
「
五
千
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
七
中
「
三
千
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
同
条
第
一
項

に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
（
以
下
「
時
間
外
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
時
間
の
上
限
（
以
下
「
限
度
時
間
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
（
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
労
働
基
準
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
労
働
時

間
）
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

一
箇
月
に
つ
い
て
は
四
十
五
時
間
、
一
年
度
に
つ
い
て

は
三
百
六
十
時
間

二

業
務
量
の
大
幅
な
増
加
等
に
伴
い
臨
時
的
に
前
号
の
時
間
を
超
え
て
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る

必
要
が
あ
る
場
合

一
箇
月
に
つ
い
て
は
百
時
間
に
満
た
な
い
時
間
、
直
近
二
箇
月
か
ら
六
箇

月
ま
で
に
つ
い
て
は
一
箇
月
平
均
八
十
時
間
、
一
年
度
に
つ
い
て
は
七
百
二
十
時
間

６

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
（
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員

を
除
く
。
）
が
次
に
掲
げ
る
業
務
を
処
理
す
る
場
合
に
限
り
、
人
事
委
員
会
の
許
可
を
受
け
て
、

当
該
学
校
職
員
に
対
し
、
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

非
常
災
害
の
場
合
に
必
要
な
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
真
に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
業
務

７

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
具
体
的
な
内
容
、

人
員
配
置
又
は
業
務
負
担
の
見
直
し
等
を
行
っ
て
も
な
お
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
勤
務
を
す

る
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
等
を
明
確
に
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
に
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

教
育
委
員
会
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命

ず
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
た
部
分
の
時
間
外
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該

学
校
職
員
の
健
康
の
確
保
に
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
時
間
外
勤
務
に
係
る
要
因

の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
の
三
中
「
満
十
五
歳
」
を
「
満
十
八
歳
」
に
、
「
小
学
生
又
は
中
学

生
」
を
「
就
学
前
の
子
以
外
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

災
害
対
策
本
部
規
程

■
群
馬
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
二
号

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
長

大

澤

正

明

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
災
害
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
災
害
対
策
本

部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
企
画
部
の
部
企
画
総
務
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

外
国
人
支
援
班

一

外
国
人
に
係
る
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
外
国
人
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
外
国
人
支
援
班
の
項
を
削
り
、
同
表
環
境
森
林
部
の
部
中

「
環
境
森
林
部
」
を
「
森
林
環
境
部
」
に
、
「
環
境
森
林
総
務
班
」
を
「
森
林
環
境
総
務
班
」
に
改

め
、
環
境
汚
染
対
策
班
の
項
及
び
ご
み
・
し
尿
対
策
班
の
項
を
削
り
、
林
業
対
策
班
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

環
境
汚
染
対
策
班

一

環
境
汚
染
に
係
る
災
害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

環
境
汚
染
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ご
み
・
し
尿
対
策
班

一

ご
み
・
し
尿
の
処
理
に
係
る
災
害
情
報
の
収
集
に
関
す

る
こ
と
。

二

ご
み
・
し
尿
の
処
理
に
係
る
市
町
村
へ
の
支
援
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
一
環
境
森
林
部
の
部
環
境
森
林
応
援
班
の
項
中
「
環
境
森
林
応
援
班
」
を
「
森
林
環
境
応

援
班
」
に
改
め
、
同
表
産
業
経
済
部
の
部
産
業
経
済
応
援
班
の
項
を
削
り
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

産
業
経
済
応
援
班

一

本
部
長
が
命
じ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

「
国
際
戦
略
課
長

別
表
第
二
企
画
部
の
部
企
画
部
長
の
款
企
画
総
務
班
の
項
中

を
「
情
報
政
策

情
報
政
策
課
長
」

課
長
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

外
国
人
支
援
班

外
国
人
活
躍
推

進
課
長
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別
表
第
二
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
の
款
外
国
人
支
援
班
の
項
を
削

り
、
同
表
環
境
森
林
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境

森
林
環
境

森
林
環
境
総
務
班

林
政
課
長

部

部
長

林
業
対
策
班

森
林
保
全
課
長

林
政
課
長

林
業
振
興
課
長

環
境
汚
染
対
策
班

環
境
保
全
課
長

ご
み
・
し
尿
対
策

廃
棄
物
・
リ
サ

班

イ
ク
ル
課
長

森
林
環
境
応
援
班

環
境
政
策
課
長

緑
化
推
進
課
長

自
然
環
境
課
長

別
表
第
二
産
業
経
済
部
の
部
産
業
経
済
部
長
の
款
工
業
振
興
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

観
光
班

観
光
物
産
課
長

別
表
第
二
産
業
経
済
部
の
部
産
業
経
済
部
長
の
款
観
光
班
の
項
を
削
る
。

別
表
第
四
環
境
森
林
班
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
前
橋
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
、
渋
川
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
及
び
伊
勢

崎
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
、
「
中
部
環
境
事
務

所
長
」
を
「
渋
川
森
林
事
務
所
長
」
に
、
「
渋
川
森
林
事
務
所
長
」
を
「
中
部
環
境
事
務
所
長
」
に

改
め
、
同
表
高
崎
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境
班

西
部
森
林
環
境
事
務
所
長

西
部
森
林
環
境
事
務
所

別
表
第
五
藤
岡
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境
班

西
部
森
林
環
境
事
務
所
長

藤
岡
森
林
事
務
所

西
部
森
林
環
境
事
務
所

長

藤
岡
森
林
事
務
所

別
表
第
五
富
岡
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境
班

西
部
森
林
環
境
事
務
所
長

富
岡
森
林
事
務
所

西
部
森
林
環
境
事
務
所

長

富
岡
森
林
事
務
所

別
表
第
五
吾
妻
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境
班

吾
妻
森
林
環
境
事
務
所
長

吾
妻
森
林
環
境
事
務
所

利
根
沼
田
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境
班

利
根
沼
田
森
林
環
境
事
務

利
根
沼
田
森
林
環
境
事
務

所
長

所

別
表
第
五
太
田
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
、
桐
生
地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
及
び
館
林

地
方
部
の
部
環
境
森
林
班
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
、
「
東
部
環
境
事
務
所

長
」
を
「
桐
生
森
林
事
務
所
長
」
に
、
「
桐
生
森
林
事
務
所
長
」
を
「
東
部
環
境
事
務
所
長
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
民
保
護
対
策
本
部
規
程

■

緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程

■
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
規
程
第
一
号

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
長

大

澤

正

明

群
馬
県
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
長

大

澤

正

明

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
群
馬
県
国
民
保
護
対
策
本
部
規
程
第
一
号
及
び
平
成
十
八
年
群
馬
県
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

別
表
第
一
総
務
部
の
部
に
規
定
す
る
総
括
班
に
別
表
第
二
の
二
第
一
欄
に
掲
げ
る
チ
ー
ム
又
は

担
当
（
以
下
「
チ
ー
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
そ
の
分
掌
事
務
は
、
当
該
第
二
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

６

チ
ー
ム
等
に
リ
ー
ダ
ー
及
び
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
を
置
き
、
別
表
第
二
の
二
第
一
欄
に
掲
げ
る
チ
ー

ム
等
の
リ
ー
ダ
ー
及
び
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
は
当
該
第
三
欄
及
び
第
四
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も

っ
て
充
て
、
構
成
員
は
当
該
第
五
欄
に
掲
げ
る
課
等
に
勤
務
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

７

リ
ー
ダ
ー
は
上
司
の
命
を
受
け
て
チ
ー
ム
等
の
事
務
を
処
理
し
、
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
は
リ
ー
ダ
ー

を
補
佐
し
て
チ
ー
ム
等
の
事
務
に
従
事
し
、
構
成
員
は
上
司
の
命
を
受
け
て
チ
ー
ム
等
の
事
務
に

従
事
す
る
。

別
表
第
一
総
務
部
の
部
総
括
班
の
項
第
十
五
号
中
「
に
関
す
る
情
報
の
収
集
」
を
「
を
中
心
と
す

る
包
括
的
な
情
報
の
収
集
、
分
析
、
記
録
及
び
共
有
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
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め
る
。

十
八

航
空
運
用
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
企
画
部
の
部
企
画
総
務
班
の
項
第
三
号
中
「
渉
外
」
を
「
連
絡
窓
口
」
に
改
め
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

外
国
人
支
援

一

外
国
人
に
係
る
情
報
に
関
す
る
こ
と
。

班

二

そ
の
他
外
国
人
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
外
国
人
支
援
班
の
項
を
削
り
、
同
表
環
境
森
林
部
の
部
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環
境
部

森
林
環
境
総

一

部
内
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

務
班

二

部
内
の
武
力
攻
撃
災
害
に
関
す
る
情
報
の
取
り
ま
と
め

に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
群
馬
県
行
政
組
織
規
則
第
七
条
第
六
号
に
規
定

す
る
森
林
環
境
部
の
分
掌
に
係
る
事
項
で
、
部
内
各
班
に

属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

林
業
対
策
班

一

治
山
、
林
道
及
び
林
産
物
に
係
る
武
力
攻
撃
災
害
に
関

す
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

武
力
攻
撃
に
よ
る
林
野
火
災
に
係
る
情
報
の
収
集
に
関

す
る
こ
と
。

三

林
道
の
応
急
の
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

四

武
力
攻
撃
災
害
に
よ
る
治
山
、
林
道
及
び
林
産
物
に
係

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

環
境
汚
染
対

一

環
境
汚
染
（
Ｎ
Ｂ
Ｃ
Ｒ
）
に
係
る
武
力
攻
撃
災
害
に
関

策
班

す
る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

武
力
攻
撃
災
害
に
よ
る
環
境
汚
染
（
Ｎ
Ｂ
Ｃ
Ｒ
）
に
係

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ご
み
・
し
尿

一

ご
み
及
び
し
尿
の
処
理
に
係
る
武
力
攻
撃
災
害
に
関
す

対
策
班

る
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二

ご
み
及
び
し
尿
の
処
理
に
係
る
市
町
村
へ
の
支
援
に
関

す
る
こ
と
。

三

廃
棄
物
処
理
の
特
例
に
関
す
る
こ
と
。

森
林
環
境
応

一

本
部
長
が
命
じ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

援
班

別
表
第
一
県
土
整
備
部
の
部
道
路
対
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

道
路
啓
開
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
警
備
部
の
部
警
備
対
策
班
の
項
第
三
号
中
「
人
命
救
助
」
の
下
に
「
、
行
方
不
明
者
の

捜
索
」
を
加
え
、
同
表
生
活
安
全
部
の
部
生
活
安
全
対
策
班
の
項
第
二
号
中
「
捜
索
」
を
「
情
報
の

収
集
及
び
整
理
」
に
改
め
る
。

「
国
際
戦
略
課
長

別
表
第
二
企
画
部
の
部
企
画
部
長
の
款
企
画
総
務
班
の
項
中

を
「
情
報
政
策

情
報
政
策
課
長
」

課
長
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

外
国
人
支
援
班

外
国
人
活
躍
推

進
課
長

別
表
第
二
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
の
款
外
国
人
支
援
班
の
項
を
削

り
、
同
表
環
境
森
林
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
環

森
林
環
境
部

森
林
環
境
総
務

林
政
課
長

境
部

長

班林
業
対
策
班

森
林
保
全
課
長

林
政
課
長

林
業
振
興
課
長

環
境
汚
染
対
策

環
境
保
全
課
長

班ご
み
・
し
尿
対

廃
棄
物
・
リ
サ

策
班

イ
ク
ル
課
長

森
林
環
境
応
援

環
境
政
策
課
長

緑
化
推
進
課
長

班

自
然
環
境
課
長

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
（
第
四
条
関
係
）

リ
ー
ダ
ー
担
当

サ
ブ
リ
ー
ダ

チ
ー
ム
等

分
掌
事
務

課
等

職

ー
担
当
職

救
出
・
救

一

被
災
者
の
救
出
及
び

消
防
保
安
課
長

危
機
管
理
室
、

助
調
整
チ

救
助
に
関
す
る
こ
と
。

消
防
保
安
課

ー
ム

二

消
防
機
関
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

航
空
運
用
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

四

消
防
法
第
二
条
第
七

項
に
規
定
す
る
危
険

物
、
高
圧
ガ
ス
、
火
薬

類
及
び
放
射
性
物
質
に

係
る
国
民
の
保
護
の
た

め
の
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

五

緊
急
消
防
援
助
隊
の

調
整
に
関
す
る
こ
と
。
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六

市
町
村
消
防
応
援
の

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

受
援
・
応

一

受
援
に
関
す
る
状
況

市
町
村
課
長

総
合
政
策
室

人
事
課
、
市
町

援
チ
ー
ム

把
握
・
取
り
ま
と
め
に

長

村
課
、
危
機
管

関
す
る
こ
と
。

理
室
、
総
合
政

二

応
援
に
関
す
る
状
況

策
室
、
食
品
・

把
握
・
取
り
ま
と
め
に

生
活
衛
生
課
、

関
す
る
こ
と
。

ぐ
ん
ま
ブ
ラ
ン

三

受
援
・
応
援
調
整
及

ド
推
進
課
、
商

び
調
整
会
議
の
実
施
に

政
課

関
す
る
こ
と
。

四

応
援
職
員
の
調
整
及

び
庁
内
か
ら
の
応
援
に

関
す
る
状
況
把
握
に
関

す
る
こ
と
。

五

救
援
物
資
の
調
達
及

び
管
理
に
関
す
る
こ

と
。

六

県
応
援
職
員
の
派
遣

に
関
す
る
こ
と
。

輸
送
担
当

一

県
物
資
集
積
拠
点
の

危
機
管
理
室
次

市
町
村
課
、
ぐ

開
設
・
運
営
に
関
す
る

長

ん
ま
ブ
ラ
ン
ド

こ
と
。

推
進
課
、
商
政

二

救
援
物
資
の
輸
送
に

課
、
道
路
管
理

関
す
る
こ
と
。

課
、
各
行
政
県

税
事
務
所
、
物

資
集
積
拠
点
関

係
所
属

総
括
調
整

一

国
民
保
護
対
策
本
部

危
機
管
理
・
防

計
画
調
整
係

危
機
管
理
室

担
当

の
庶
務
に
関
す
る
こ

災
係
長

長

と
。

二

国
民
保
護
対
策
本
部

の
会
議
の
開
催
に
関
す

る
こ
と
。

三

国
民
保
護
対
策
本
部

長
又
は
国
民
保
護
対
策

本
部
の
会
議
か
ら
の
指

示
、
指
令
等
の
伝
達
に

関
す
る
こ
と
。

四

各
機
関
が
行
う
県
域

内
の
国
民
の
保
護
の
た

め
の
措
置
の
総
合
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五

各
部
の
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

六

中
央
連
絡
部
、
現
地

対
策
本
部
及
び
地
方
部

と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

七

国
、
市
町
村
（
消
防

を
含
む
。
）
、
指
定
行

政
機
関
、
指
定
地
方
行

政
機
関
、
指
定
公
共
機

関
、
指
定
地
方
公
共
機

関
そ
の
他
関
係
機
関
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

八

自
衛
隊
の
派
遣
要
請

に
関
す
る
こ
と
。

九

緊
急
通
報
の
発
令
に

関
す
る
こ
と
。

十

警
戒
区
域
の
設
定
及

び
そ
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

十
一

警
報
の
通
知
に
関

す
る
こ
と
。

十
二

退
避
の
指
示
に
関

す
る
こ
と
。

十
三

避
難
の
指
示
に
関

す
る
こ
と
。

十
四

県
域
を
越
え
る
避

難
措
置
及
び
避
難
住
民

等
の
受
入
れ
に
係
る
他

都
県
及
び
関
係
市
町
村

と
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

十
五

武
力
攻
撃
災
害
へ

の
対
処
に
関
す
る
こ

と
。

十
六

国
民
の
保
護
の
た

め
の
措
置
の
実
施
の
状

況
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

防
災
行
政
無
線
等

の
管
理
及
び
運
用
に
関

す
る
こ
と
。

十
八

赤
十
字
標
章
等
、

特
殊
標
章
等
及
び
身
分

証
明
書
に
関
す
る
こ

と
。

十
九

救
援
物
資
の
保
管

及
び
受
払
い
に
関
す
る

こ
と
。

二
十

救
援
物
資
の
売
渡
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し
要
請
に
関
す
る
こ
と

（
公
用
令
書
の
交
付
を

含
む
。
）
。

二
十
一

応
急
公
用
負
担

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

緊
急
通
行
車
両

の
確
認
事
務
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
三

被
災
情
報
及
び

安
否
情
報
の
収
集
、
整

理
及
び
国
へ
の
報
告
に

関
す
る
こ
と
。

二
十
四

避
難
住
民
の
運

送
に
係
る
関
係
機
関
と

の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二
十
五

住
民
等
の
権
利

利
益
の
救
済
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
六

各
部
か
ら
の
武

力
攻
撃
災
害
に
関
す
る

情
報
の
取
り
ま
と
め
に

関
す
る
こ
と
。

二
十
七

都
道
府
県
相
互

応
援
の
要
請
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
八

そ
の
他
い
ず
れ

の
部
に
も
属
し
な
い
事

項
に
関
す
る
こ
と
。

情
報
収
集

一

武
力
攻
撃
及
び
武
力

情
報
通
信
係
長

危
機
管
理
室
、

担
当

攻
撃
災
害
を
中
心
と
す

消
防
保
安
課

る
包
括
的
な
情
報
の
収

集
、
分
析
、
記
録
及
び

共
有
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
環
境
森
林
班
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
前
橋
地
方
部
の
項
、
渋
川
地
方
部
の
項
及
び
伊
勢
崎
地
方
部
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」

を
「
森
林
環
境
班
」
に
、
「
中
部
環
境
事
務
所
長
」
を
「
渋
川
森
林
事
務
所
長
」
に
、
「
渋
川
森
林

事
務
所
長
」
を
「
中
部
環
境
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
高
崎
地
方
部
の
項
、
藤
岡
地
方
部
の
項
及

び
富
岡
地
方
部
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
、
「
西
部
環
境
森
林
事
務
所
長
」

を
「
西
部
森
林
環
境
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
吾
妻
地
方
部
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林

環
境
班
」
に
、
「
吾
妻
環
境
森
林
事
務
所
長
」
を
「
吾
妻
森
林
環
境
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
利

根
沼
田
地
方
部
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
、
「
利
根
沼
田
環
境
森
林
事
務
所

長
」
を
「
利
根
沼
田
森
林
環
境
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
表
太
田
地
方
部
の
項
、
桐
生
地
方
部
の
項

及
び
館
林
地
方
部
の
項
中
「
環
境
森
林
班
」
を
「
森
林
環
境
班
」
に
、
「
東
部
環
境
事
務
所
長
」
を

「
桐
生
森
林
事
務
所
長
」
に
、
「
桐
生
森
林
事
務
所
長
」
を
「
東
部
環
境
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



8

号 外 （第１０号）平成３１年３月２９日（金） 群 馬 県 報

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


